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(57)【要約】
【課題】内視鏡システムで得られる撮影画像に、所望の
箇所の目視による把握を容易なものとする画像処理を施
すことができる画像処理装置および内視鏡システムを提
供する。
【解決手段】　波長と形状との指定を受けるプロセッサ
側ＣＰＵ２０２と、カラーの撮影画像に対してスペクト
ル解析を行ない、その撮影画像からプロセッサ側ＣＰＵ
２０２で指定された波長に対応するスペクトル成分の成
分画像（分光画像）を得る分光推定部２０７と、得られ
た分光画像中で、プロセッサ側ＣＰＵ２０２で指定され
た形状に合致するという条件を満たした画像領域を特定
する特定処理部２０８と、上記のカラーの撮影画像に対
し、特定処理部２０８で特定された画像領域に相当する
画像領域を強調する画像処理を施す第２画像処理部２０
６とを備えた。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影して得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を受ける成分指定部と、
　前記カラー画像取得部で取得された撮影画像から前記成分指定部で指定されたスペクト
ル成分の成分画像を得て、該成分画像中で所定条件を満たした画像領域を特定する領域特
定部と、
　前記カラー画像取得部で取得された撮影画像に対し、前記領域特定部で特定された画像
領域に相当する画像領域を強調しあるいは反強調する画像処理を施す画像処理部とを備え
たことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記カラー画像取得部が、１回の撮影で得られたカラーの撮影画像を取得するものであ
り、
　前記領域特定部が、前記撮影画像に対してスペクトル解析を行なうことで、前記成分指
定部で指定されたスペクトル成分の成分画像を得るものであることを特徴とする請求項１
記載の画像処理装置。
【請求項３】
　像の形状の指定を受ける形状指定部を備え、
　前記領域特定部が、前記成分画像中で、前記形状指定部で指定された形状の像が写って
いる画像領域を特定するものであることを特徴とする請求項１又は２記載の画像処理装置
。
【請求項４】
　像の形状の指定を受ける形状指定部を備え、
　前記領域特定部が、前記成分画像中で、前記形状指定部で指定された形状の像が写って
いる画像領域を特定するものであり、
　さらに、
　光のスペクトル成分を示す成分指標と像の形状を示す形状指標との組であって、成分指
標と形状指標との少なくとも一方が互いに異なる複数の組と、所定の選択操作によって１
つが選択される複数の選択項目とが、互いに一対一に対応付けられた対応表を記憶する対
応記憶部と、
　前記選択操作を受け付けて、該選択操作よって選択された選択項目に、前記対応表で対
応付けられている組をなす成分指標が示すスペクトル成分を前記成分指定部に指定し、そ
の組をなす形状指標が示す形状を前記形状指定部に指定する操作受付部とを備えたもので
あることを特徴とする請求項１又は２記載の画像処理装置。
【請求項５】
　光を発する光源；
　被写体を撮影してカラーの撮影画像を得る撮像機を備えた光プローブ；
　前記撮像機で得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を受ける成分指定部と、
　前記カラー画像取得部で取得された撮影画像から前記成分指定部で指定されたスペクト
ル成分の成分画像を得て、該成分画像中で所定条件を満たした画像領域を特定する領域特
定部と、
　前記カラー画像取得部で取得された撮影画像に対し、前記領域特定部で特定された画像
領域に相当する画像領域を強調しあるいは反強調する画像処理を施す画像処理部とを備え
た画像処理装置；および
　前記画像処理装置で画像処理が施された撮影画像を表示する表示装置を備えたことを特
徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、カラーの撮影画像に対して画像処理を施す画像処理装置および内視鏡システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、医療の分野においては、先端にＣＣＤなどが取り付けられた細長い管を被検
体の体内に挿入し、被検体の体内を撮影して腫瘍や血栓などを観察する内視鏡システムが
広く利用されている。このような内視鏡システムによれば、被検体の体内を直接撮影する
ことによって、被検体に外的なダメージを与えることなく、放射線画像では分かりにくい
病巣の色や形状などを把握することができ、治療方針の決定などに必要な情報を手軽に得
ることができる。
【０００３】
　ここで、内視鏡システムで得られる撮影画像は、通常、体内の粘膜等を写したものであ
ることから、一面に色や形状が似通ったものが写っていることが多いため、病巣を目視で
把握しようとしても難しい場合が多々あり、医師の負担となっている。
【０００４】
　一般的な撮影の分野では、撮影画像中のある特定の箇所を把握する技術の一例として、
例えば、撮影画像の色やパターンマッチング等に基づいて人物の顔を自動的に抽出する技
術が知られている（例えば、特許文献１参照。）。しかし、上述したように、内視鏡シス
テムで得られる撮影画像は、人物や建物等といった相互の識別が容易なものが写っている
一般的な撮影画像と異なり、一面に粘膜が写っている等というように、全体的に似通った
ものが写っていることが多い。そのため、特許文献１に記載の技術を使っても、一面の粘
膜の画像の中から、周囲との差異が微妙な場合が多い病巣を自動的に抽出することは難し
く、この技術を使って医師の負担を軽減することは現実性に乏しい。
【０００５】
　ところで、近年、内視鏡システムの分野において、内視鏡システムで得られた撮影画像
にスペクトル解析を施し、所望のスペクトル成分の成分画像（分光画像）を抽出するとい
う技術が注目を集めている（例えば、特許文献２参照。）。例えば、病巣は多くの場合充
血により発赤状態となっている。このような箇所（発赤箇所）等には血液の主要成分であ
るヘモグロビンが集中しているが、このヘモグロビンは、ある特定の波長の光についての
吸収や反射が顕著であることが知られている。また、内視鏡システムを使った撮影の際に
は、目視を補助する目的で撮影箇所に、例えば病巣の凹凸等を強調するための色素を散布
することがあるが、この色素も特定の波長の光についての吸収や反射が顕著である。上記
の特許文献２に記載の技術を利用すれば、ヘモグロビンでの吸収や反射が顕著なスペクト
ル成分に対応した分光画像や、散布された色素での吸収や反射が顕著なスペクトル成分に
対応した分光画像を得ることができる。そのような分光画像では、ヘモグロビンが集中し
ている箇所や色素が散布された箇所のコントラスト等が他の箇所よりも強調されることに
なるので、病巣の形状等を目視で把握しやすくなる。
【０００６】
　また、このような分光画像を得るという技術の別例として、内視鏡システムにおいて被
写体を照らす照明として、ヘモグロビンや色素等での吸収や反射が顕著な波長の照明を用
いることで、上記の分光画像と同様の画像を撮影によって直接的に得るという技術も提案
されている（例えば、特許文献３参照。）。
【特許文献１】特開平９－１０１５７９号公報
【特許文献２】特開２００３－９３３３６号公報
【特許文献３】特開２００６－３４６３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、上記の分光画像は、病巣において顕著であろうと予測されるスペクトル成分に
対応した単色画像である。そのため、分光画像において、病巣は明瞭に写っているが他の
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箇所のほとんどは写っておらずそれら他の箇所と病巣との位置関係が把握し難いという問
題が発生することがある。また、この分光画像が単色画像であるために、病巣とまぎらわ
しい見え方をする別部位が写っていた場合等に、そのような別部位と病巣との区別が難し
いといった問題も度々生じている。このため、内視鏡システムのユーザの間では、内視鏡
システムで得られる撮影画像に、発見すべき箇所の目視による把握を容易なものとする画
像処理を施すことができる画像処理装置や、そのような画像処理装置が組み込まれた内視
鏡システムが望まれている。
【０００８】
　尚、ここまで、内視鏡システムで得られる撮影画像を例に挙げ、その撮影画像中で発見
すべき箇所を目視で把握する際の困難さという問題について説明したが、このような問題
は、内視鏡システムで得られる撮影画像において生じやすいとはいえ、一般的な撮影画像
においても起こりうる問題である。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑み、撮影画像に、発見すべき箇所の目視による把握を容易なも
のとする画像処理を施すことができる画像処理装置、および、そのような画像処理装置が
組み込まれた内視鏡システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成する本発明の画像処理装置は、
　被写体を撮影して得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を受ける成分指定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像から上記成分指定部で指定されたスペクト
ル成分の成分画像を得て、その成分画像中で所定条件を満たした画像領域を特定する領域
特定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像に対し、上記領域特定部で特定された画像
領域に相当する画像領域を強調しあるいは反強調する画像処理を施す画像処理部とを備え
たことを特徴とする。
【００１１】
　尚、上記にいうカラーの撮影画像は、白色光による照明下での１回の撮影によって得ら
れたものであっても良く、あるいは、互いに波長が異なる複数種類の単色光それぞれの照
明下での複数回の撮影によって得られた複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたも
のであっても良い。ここで、前者の場合、上記にいうスペクトル成分の成分画像（分光画
像）は、カラーの撮影画像に対してスペクトル解析等といった解析処理を行なうことで得
られることになる。後者の場合は、合成して得られたカラーの撮影画像に対してスペクト
ル解析等を行なうことで得ても良く、あるいは、撮影時に得られた複数のモノクロの撮影
画像のうち、上記成分指定部で指定されたスペクトル成分に対応する波長の単色光の下で
得られた撮影画像を、上記にいうスペクトル成分の成分画像（分光画像）として得ても良
い。
【００１２】
　この本発明の画像処理装置によれば、例えば、発見すべき箇所に関連性の高いスペクト
ル成分を指定することにより、撮影画像から、その箇所と他の箇所との区別が容易な分光
画像が得られる。そして、上記領域特定部において、例えば発見すべき箇所の特徴あるい
は発見すべき箇所の把握に邪魔な箇所の特徴等を満たした画像領域の特定が分光画像上で
行われることにより、適切な領域が確実に特定されることになる。さらに、その特定した
領域が、上記の撮影画像において強調あるいは反強調されるので、発見すべき箇所以外の
他の箇所のカラーの像も残した上でその発見すべき箇所が強調された画像や、発見すべき
箇所の把握に邪魔な箇所が反強調された画像が得られる。この本発明の画像処理装置によ
る画像処理を、例えば内視鏡システムで得られたカラーの撮影画像に対して施せば、病巣
が強調された撮影画像や、病巣とまぎらわしい部分が反強調された撮影画像等を医師の診
断に供することができる。この画像では、病巣が適切に強調されていることは勿論、他の
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箇所のカラーの像も写っているのでそれら他の箇所と病巣との位置関係を容易に把握する
こともできる。さらに、この画像では、病巣が強調されているので、色の特徴が病巣と似
通っていて、元々の撮影画像や、病巣に対応した単色の分光画像では病巣とまぎらわしい
見え方をする別部位についても病巣との区別が容易である。また、病巣とまぎらわしい部
分が反強調された場合には、病巣との区別が一層容易である。つまり、本発明の画像処理
装置によれば、撮影画像に、発見すべき箇所の目視による把握を容易なものとする画像処
理を施すことができる。
【００１３】
　ここで、本発明の画像処理装置は、
「上記カラー画像取得部が、１回の撮影で得られたカラーの撮影画像を取得するものであ
り、
　上記領域特定部が、上記撮影画像に対してスペクトル解析を行なうことで、上記成分指
定部で指定されたスペクトル成分の成分画像を得るものである」という形態であっても良
い。
【００１４】
　この形態は、白色光による照明下での１回の撮影によって得られるカラーの撮影画像に
対応した形態である。このようなカラーの撮影画像では、様々なスペクトル成分が渾然と
なっており、上記の形態では、このようなカラーの撮影画像から、上記成分指定部で指定
されたスペクトル成分の成分画像（分光画像）が、スペクトル解析によって抽出されるこ
とになる。
【００１５】
　また、本発明の画像処理装置において、
「像の形状の指定を受ける形状指定部を備え、
　上記領域特定部が、上記成分画像中で、上記形状指定部で指定された形状の像が写って
いる画像領域を特定するものである」という形態は好ましい形態である。
【００１６】
　内視鏡システムで得られる撮影画像に写される病巣等は、形状に特徴を有している場合
が多い。上記の好ましい形態の画像処理装置によれば、上記画像領域の特定が、形状に基
づいて行われることから、内視鏡システムで得られる撮影画像における病巣等を一層確実
に特定することができる。
【００１７】
　また、本発明の画像処理装置において、
「像の形状の指定を受ける形状指定部を備え、
　上記領域特定部が、上記成分画像中で、上記形状指定部で指定された形状の像が写って
いる画像領域を特定するものであり、
　さらに、
　光のスペクトル成分を示す成分指標と像の形状を示す形状指標との組であって、成分指
標と形状指標との少なくとも一方が互いに異なる複数の組と、所定の選択操作によって１
つが選択される複数の選択項目とが、互いに一対一に対応付けられた対応表を記憶する対
応記憶部と、
　上記選択操作を受け付けて、その選択操作よって選択された選択項目に、上記対応表で
対応付けられている組をなす成分指標が示すスペクトル成分を上記成分指定部に指定し、
その組をなす形状指標が示す形状を上記形状指定部に指定する操作受付部とを備えたもの
である」という形態も好ましい形態である。
【００１８】
　この好ましい形態の画像処理装置によれば、例えば、充血している病巣や色素によって
着色されている病巣等を表わす具体的な名称を上記選択項目とし、各名称に各箇所に対応
するスペクトル成分と像の形状を対応付けた対応表を上記対応表として上記対応記憶部に
予め記憶させておくことで、スペクトル成分の指定や像の形状の指定を、具体的な箇所の
名称を選択するという簡単な方法で行うことができる。
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【００１９】
　また、上記目的を達成する本発明の内視鏡システムは、
　光を発する光源；
　被写体を撮影してカラーの撮影画像を得る撮像機を備えた光プローブ；
　上記撮像機で得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を受ける成分指定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像から上記成分指定部で指定されたスペクト
ル成分の成分画像を得て、該成分画像中で所定条件を満たした画像領域を特定する領域特
定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像に対し、上記領域特定部で特定された画像
領域に相当する画像領域を強調しあるいは反強調する画像処理を施す画像処理部とを備え
た画像処理装置；および
　上記画像処理装置で画像処理が施された撮影画像を表示する表示装置を備えたことを特
徴とする。
【００２０】
　この本発明の内視鏡システムによれば、上記光プローブの撮像機で得られたカラーの撮
影画像を、発見すべき箇所の目視による把握を容易なものとする画像処理を施した上で表
示することができる。
【００２１】
　尚、本発明の内視鏡システムについては、ここではその基本形態のみを示すに止めるが
、これは単に重複を避けるためであり、本発明の内視鏡システムには、上記の基本形態の
みではなく、前述した画像処理装置の各形態に対応する各種の形態が含まれる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上、説明したように、本発明によれば、撮影画像に、発見すべき箇所の目視による把
握を容易なものとする画像処理を施すことができる画像処理装置、および、そのような画
像処理装置が組み込まれた内視鏡システムを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の一実施形態の内視鏡システムを示す図である。
【００２５】
　この図１に示す内視鏡システム１０は、被検体の内部に挿入されその内部の被写体を白
色光で照らしてその照明下での１回の撮影でカラーの撮影画像を得るスコープ１００と、
スコープ１００で得られたカラーの撮影画像に各種の画像処理等を施すプロセッサ２００
と、プロセッサ２００における画像処理等を経たカラーの撮影画像を表示するモニタ３０
０とを備えている。ここで、スコープ１００は、本発明にいう光プローブの一例に相当し
、モニタ３００は、本発明にいう表示装置の一例に相当する。また、プロセッサ２００は
、本発明の画像処理装置の一実施形態に相当する。
【００２６】
　スコープ１００は、プロセッサ２００に着脱自在に装着されるものであり、先端に照明
窓１１１を有する光ファイバ製のライトガイド１１０と、被写体を撮影するＣＣＤ１２０
を備えている。ライトガイド１１０は、プロセッサ２００に搭載されている光源２０１か
ら供給される照明用の光を被検体内部の被写体まで導いて照明窓１１１から照射し、ＣＣ
Ｄ１２０は、その照射された光による照明下で、被写体で反射された光を受光することで
その被写体のカラーの像を、Ｒ（レッド）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー）の３色の組合
せで色を表現して表わすアナログ画像データを生成する。光源２０１は、本発明にいう光
源の一例に相当する。
【００２７】
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　スコープ１００は、さらに、スコープ１００内の各構成要素の動作を制御するスコープ
側ＣＰＵ１３０と、スコープ側ＣＰＵ１３０の制御に基づきＣＣＤ１２０を駆動するＣＣ
Ｄ駆動回路１４０と、相関二重サンプリング（ＣＤＳ）を行うとともに、アナログデータ
を適宜に増幅する自動利得制御（ＡＧＣ）を行うＣＤＳ／ＡＧＣ回路１５０と、アナログ
データをデジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換回路１６０とを備えている。ＣＣＤ駆動回
路１４０によって駆動されたＣＣＤ１２０で生成されたアナログ画像データは、ＣＤＳお
よびＡＧＣを経てＡ／Ｄ変換回路１６０に渡され、デジタル画像データに変換される。そ
して、そのデジタル画像データが、プロセッサ２００に渡される。ＣＣＤ１２０とスコー
プ側ＣＰＵ１３０とＣＣＤ駆動回路１４０とＣＤＳ／ＡＧＣ回路１５０とＡ／Ｄ変換回路
１６０とを合せたものが、本発明にいう撮像機の一例に相当する。
【００２８】
　ここで、スコープ１００では、基本的には、動画の撮影が行われ、カラーの動画を表わ
すデジタル画像データが得られてプロセッサ２００に渡される。そして、ユーザが、不図
示の操作ボタン等を操作して静止画の撮影を指示すると、その時点での静止画が撮影され
、カラーの静止画を表わすデジタル画像データが得られてプロセッサ２００に渡される。
【００２９】
　以下の実施例では、このカラー静止画に対する処理について説明するが、本発明の画像
処理は動画に対しても適用可能であり、静止画に限定されるものではない。
【００３０】
　プロセッサ２００には、上記のライトガイド１１０に光を供給する光源２０１と、プロ
セッサ２００の各構成要素の制御を行うプロセッサ側ＣＰＵ２０２とが備えられている。
【００３１】
　ここで、本実施形態では、プロセッサ２００は、スコープ１００から渡されたデジタル
画像データが表わすカラーの撮影画像に、ガンマ補正や彩度補正等といった基本的な画像
処理を施してモニタ３００に表示する基本表示機能と、そのカラーの撮影画像に、基本的
な画像処理に加えて、ユーザが後述するように指定した箇所を強調する強調処理を施して
モニタ３００に表示する機能との２つの強調表示機能とを有している。
【００３２】
　プロセッサ２００は、モニタ３００に表示する画像を、基本表示機能で表示されるカラ
ーの撮影画像（通常画像）と、強調表示機能で表示されるカラーの撮影画像（強調画像）
との間で切り替えるユーザからの切替操作を受け付ける切替ボタン２０３と、スコープ１
００からデジタル画像データを取得して、切替操作に応じたプロセッサ側ＣＰＵ２０２の
制御により、そのデジタル画像データを、基本表示機能と強調表示機能との何れかに供す
る切替回路２０４とを備えている。この切替回路２０４は、本発明にいうカラー画像取得
部の一例に相当する。
【００３３】
　さらに、プロセッサ２００は、基本表示機能における画像処理を行う第１画像処理部２
０５と、強調表示機能における画像処理および強調処理を行う第２画像処理部２０６とを
備えている。また、プロセッサ２００は、強調表示機能による表示を実行する場合に、カ
ラーの撮影画像に対してスペクトル解析を行なうことで、この撮影画像から後述の指定操
作に応じたスペクトル成分の成分画像（分光画像）を得る分光推定処理を行う分光推定処
理部２０７と、その分光推定処理部２０７で得られた分光画像中でその指定操作に応じた
形状に合致するという条件を満たした画像領域を特定し、その特定した画像領域の位置を
第２画像処理部２０６に伝える特定処理部２０８とを備えている。分光推定処理について
は、例えば特開２００６－２３９２０６号公報等に開示されている公知技術であるので、
ここでは説明を省略する。第２画像処理部２０６は、カラーの撮影画像に対し、特定処理
部２０８から伝えられた画像領域を強調する強調処理を施す。また、プロセッサ２００は
、第１画像処理部２０５での処理あるいは第２画像処理部２０６での処理を経たカラーの
撮影画像をモニタ３００に表示する表示制御部２０９と、画像処理や強調処理のための各
種パラメータや、各種制御プログラムや、画像データ等が記憶されるメモリ２１０とを備
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えている。上記の分光推定処理部２０７と特定処理部２０８とを合せたものは、本発明に
いう領域特定部の一例に相当する。また、第２画像処理部２０６は、本発明にいう画像処
理部の一例に相当する。
【００３４】
　このプロセッサ２００では、スコープ１００から渡されたデジタル画像データが切替回
路２０４によって第１画像処理部２０５あるいは第２画像処理部２０６に渡される。
【００３５】
　ここで、本実施形態では、ユーザが切替ボタン２０３を押す度に、プロセッサ側ＣＰＵ
２０２の制御により切替回路２０４が動かされて、デジタル画像データの送り先が、第１
画像処理部２０５から第２画像処理部２０６へ、あるいは、第２画像処理部２０６から第
１画像処理部２０５へと切り替えられる。また、デジタル画像データが第２画像処理部２
０６に渡される場合には、デジタル画像データは分光推定処理部２０７にも渡される。ま
た、デジタル画像データは、この切替回路２０４およびプロセッサ側ＣＰＵ２０２を経由
してメモリ２１０に記憶される。
【００３６】
　切替回路２０４によってデジタル画像データが第１画像処理部２０５に渡された場合に
は、デジタル画像データが表わすカラーの撮影画像にガンマ補正や彩度補正等といった基
本的な画像処理が施され、表示制御部２０９によって通常画像がモニタ３００に表示され
る。一方、デジタル画像データが第２画像処理部２０６に渡された場合には、分光推定処
理部２０７と特定処理部２０８での処理を経て、強調すべき画像領域の特定が行われ、第
２画像処理部２０６において、デジタル画像データが表わすカラーの撮影画像に基本的な
画像処理が施されるとともに、その撮影画像中の、その特定された画像領域が強調され、
表示制御部２０９によって強調画像がモニタ３００に表示される。
【００３７】
　以下、切替ボタン２０３の操作により、モニタ３００への表示を通常画像の表示から強
調画像の表示に切り替えるように指示されてから、モニタ３００に実際に強調画像が表示
されるまでの一連の処理について説明する。
【００３８】
　モニタ３００に動画が表示されている状態で、切替ボタン２０３が押されると、その時
点でＣＣＤ１２０に捉えられている画像が静止画として撮影され、その静止画を表わすデ
ジタル画像データが、メモリ２１０に記憶される。その後、その静止画に対する強調処理
における各種パラメータをセットするために、後述の画像強調パラメータセット画面がモ
ニタ３００に表示される。
【００３９】
　また、不図示の操作ボタンを操作して得られ既にメモリ２１０にデジタル画像データが
記憶されている静止画が、モニタ３００に表示されている状態で、切替ボタン２０３が押
された場合には、その現在表示されている静止画に対する強調処理における各種パラメー
タをセットするために、後述の画像強調パラメータセット画面がモニタ３００に表示され
る。
【００４０】
　図２は、画像強調パラメータセット画面を示す図である。
【００４１】
　本実施形態では、強調処理における各種パラメータをオートでセットするパラメータ・
オートセットモードと、各種パラメータを個々にマニュアルでセットするパラメータ・マ
ニュアルセットモードとが用意されている。図２の画像強調パラメータセット画面２２０
には、パラメータ・オートセットモードを有効とし、パラメータ・マニュアルセットモー
ドを無効とする第１ラジオボタン２２１と、逆に、パラメータ・マニュアルセットモード
を有効とし、パラメータ・オートセットモードを無効とする第２ラジオボタン２２２とが
備えられている。
【００４２】
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　まず、パラメータ・マニュアルセットモードについて説明する。
【００４３】
　このパラメータ・マニュアルセットモードでは、まず、カラーの撮影画像から抽出すべ
き分光画像におけるスペクトル成分の波長がセットされる。画像強調パラメータセット画
面２２０には、波長セット部２２３が備えられており、ユーザは、波長セット部２２３に
おける増減ボタン２２３ａを不図示のマウスでクリックしたり、あるいは、表示部２２３
ｂに不図示のキーボードにより直接数値を入力したりすることで、所望の波長をセットす
ることができる。
【００４４】
　ここで、この波長セット部２２３においてセットされる波長は、例えば、病巣に多く見
られる発赤箇所の強調を所望する場合における、ヘモグロビンでの吸収や反射が顕著なス
ペクトル成分の波長や、病巣箇所と他の箇所とで着色の度合いが異なる色素を用いた場合
における、その色素での吸収や反射が顕著なスペクトル成分の波長等になる。
【００４５】
　本実施形態では、カラーの撮影画像から分光画像が抽出されたときには、発赤箇所や着
色箇所の特定のために、領域特定部において、その分光画像に対し、ある基準の明るさよ
り暗い部分と、その明るさより明るい部分とに２値化する２値化処理が行われる。本実施
形態では、分光画像は、その分光画像を構成する各画素の明るさを示す画素値からなる画
像データで扱われる。この画素値は、「０」～「２５５」の範囲内の値となる。そして、
上記の２値化のための、上記の基準の明るさを示す閾値として、この「０」～「２５５」
の範囲内のいずれかの値が、画像強調パラメータセット画面２２０においてセットされる
。画像強調パラメータセット画面２２０には、この閾値をセットするための閾値セット部
２２４が備えられている。波長セット部２２３と同様、この閾値セット部２２４でも、ユ
ーザは、増減ボタン２２４ａをマウスでクリックしたり、あるいは、表示部２２４ｂにキ
ーボードにより直接数値を入力したりすることで、所望の閾値をセットすることができる
。
【００４６】
　また、本実施形態では、発赤箇所や着色された病巣箇所の特定のために、領域特定部に
おいて、その分光画像中で、発赤箇所や病巣箇所等の像の形状であろうと一般的に予測さ
れる形状が写った画像領域が特定される。画像強調パラメータセット画面２２０には、所
望の形状をセットするための形状セット部２２５が備えられている。本実施形態では、発
赤箇所やポリープ等の像の形状に相当する円形や、血管の形状に相当する連続曲線等とい
った複数種類の形状が候補として用意されており、それら複数種類の形状のうち所望の形
状をセットすることが可能となっている。形状セット部２２５のメニューボタン２２５ａ
がクリックされると、セット可能な像の形状が列記されたプルダウンメニューが表示され
、ユーザが、所望の形状にカーソルを合せるとその形状がセットされる。セットされた形
状は表示部２２５ｂに表示される。
【００４７】
　さらに、この画像強調パラメータセット画面２２０では、画像領域が特定された後に、
本実施形態で実行可能な、シャープネス強調とコントラスト強調と色彩強調との３種類の
強調処理それぞれにおける強調の程度をセットすることができる。ここで、これら３種類
の強調処理それぞれが、本発明にいう強調処理の一例に相当する。画像強調パラメータセ
ット画面２２０には、シャープネス強調の程度を設定するシャープネス強調設定部２２６
と、コントラスト強調の程度を設定するコントラスト強調設定部２２７と、色彩強調の程
度を設定する色彩強調設定部２２８とが備えられている。
【００４８】
　シャープネス強調の程度は、シャープネス強調設定部２２６の増減ボタン２２６ａに対
するクリック操作や表示部２２６ｂに対するキーボード入力によって「０」以上の値でセ
ットされる。同様に、コントラスト強調の程度は、コントラスト強調設定部２２７の増減
ボタン２２７ａに対するクリック操作や表示部２２７ｂに対するキーボード入力によって
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セットされ、色彩強調の程度は、色彩強調設定部２２８の増減ボタン２２８ａに対するク
リック操作や表示部２２８ｂに対するキーボード入力によってセットされる。ここで、「
０」の値がセットされた場合には、その強調処理は実行されないことになる。図２は、色
彩強調のみが実行される例である。
【００４９】
　以上、説明したように、パラメータ・マニュアルセットモードでは、カラーの撮影画像
から抽出すべき分光画像におけるスペクトル成分の波長、２値化処理における閾値、像の
形状、各強調処理における強調の程度が個々にセットされる。これらのパラメータは、画
像強調パラメータセット画面２２０を介したセット操作によってユーザから入力され、プ
ロセッサ側ＣＰＵで取得される。このプロセッサ側ＣＰＵは、本発明にいう成分指定部と
形状指定部とを兼ねた一例に相当する。
【００５０】
　これに対し、パラメータ・オートセットモードでは、これらのパラメータ全てが、例え
ば発赤箇所等といった、強調を所望する箇所の具体的な名称をセットすることで自動的に
セットされる。
【００５１】
　以下、パラメータ・オートセットモードについて説明する。
【００５２】
　本実施形態では、発赤箇所、ある色素（例えばインジコカルミン等）によって着色され
たポリープ、血管等といった、複数種類の強調候補の名称に、各候補の特定および強調に
要するパラメータが一対一に対応付けられた対応表が、図１のメモリ２１０に記憶されて
いる。この強調候補の名称が、本発明にいう選択項目の一例に相当する。また、メモリ２
１０は、本発明にいう対応記憶部の一例に相当する。
【００５３】
　本実施形態では、例えば、発赤箇所には、波長として「５４０ｎｍ」、閾値として「６
４」、形状として「円形」、シャープネス強調の程度として「０」、コントラスト強調の
程度として「０」、色彩強調の程度として「２」が対応付けられている。
【００５４】
　これらのパラメータのうち、発赤箇所に、波長として「５４０ｎｍ」が対応付けられて
いるのは、発赤箇所に集中するヘモグロビンの吸光特性および反射特性に基づいている。
【００５５】
　図３は、ヘモグロビンの吸光特性および反射特性の一例を示す図である。
【００５６】
　図３のパート（ａ）には、ヘモグロビンの吸光特性の一例を示すグラフＥ１が示され、
パート（ｂ）には、ヘモグロビンの反射特性の一例を示すグラフＥ２が示されている。パ
ート（ａ）のグラフＥ１では、横軸に波長がとられ縦軸にモル吸光係数がとられており、
還元ヘモグロビンＨｂと酸化ヘモグロビンＨｂＯ２とのそれぞれについて実測された吸光
特性が記載されている。このグラフＥ１から、「４１５ｎｍ」近辺と、「５４０ｎｍ」近
辺とに吸光のピークがあることが分かる。また、パート（ｂ）のグラフＥ２では、横軸に
波長がとられ縦軸に分光反射率がとられており、複数人の被検体について消化器の粘膜の
反射特性を測定することで得られた、ヘモグロビンの反射特性が記載されている。このグ
ラフＥ２では、「４１５ｎｍ」近辺と、「５４０ｎｍ」近辺とに反射の落ち込みがあり、
このグラフＥ２からもこれら２箇所に吸光のピークがあることが分かる。
【００５７】
　本実施形態では、これらの特性に基づき、発赤箇所を特定するために、カラーの撮影画
像から抽出すべき分光画像に対応する波長として「５４０ｎｍ」が採用されている。また
、本実施形態では、血管については、分光画像に対応する波長として「４１５ｎｍ」が採
用されている。
【００５８】
　図２に示す画像強調パラメータセット画面２２０には、パラメータ・オートセットモー
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ドにおいて発赤箇所等といった強調候補の名称がセットされる名称セット部２２９が備え
られている。この名称セット部２２９のメニューボタン２２９ａがクリックされると、セ
ット可能な強調候補の名称が列記されたプルダウンメニューが表示され、ユーザが、所望
の名称にカーソルを合せるとその名称がセットされる。セットされた名称は表示部２２９
ｂに表示される。そして、この名称セット部２２９で強調候補の名称がセットされると、
上記の対応表においてその名称に対応付けられている各パラメータが、図１のプロセッサ
側ＣＰＵ２０２によってメモリ２１０から読み出される。ここで、このプロセッサ側ＣＰ
Ｕ２０２は、本発明にいう操作受付部の一例も兼ねている。
【００５９】
　また、画像強調パラメータセット画面２２０には、パラメータ・マニュアルセットモー
ド、あるいはパラメータ・オートセットモードによるセット内容を承認するための決定ボ
タン２３０が備えられている。パラメータのセット終了後に、この決定ボタン２３０がク
リック操作されると、セットされたパラメータを用いた処理が、分光推定処理部２０７お
よび特定処理部２０８において開始される。
【００６０】
　次に、これらのパラメータを用いた処理の流れについて説明する。
【００６１】
　尚、以下では、パラメータとして、発赤箇所の特定および強調に要するパラメータがセ
ットされたものとして説明する。
【００６２】
　図４は、パラメータのセットの後、強調画像がモニタ３００に表示されるまでの処理の
流れを示す模式図である。
【００６３】
　ＲＧＢ３色の組合せで色を表現するデジタル画像データが表わすカラーの撮影画像Ｇ１
は、分光推定処理部２０７での分光推定処理（ステップＳ１０１）に供される。
【００６４】
　カラーの撮影画像Ｇ１には、互いに異なる波長に対応する複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ
２，…，ＧＬｎが渾然となって含まれている。分光推定処理では、このカラーの撮影画像
Ｇ１から、画像強調パラメータセット画面２２０でセットされた波長（ここでの例では「
５４０ｎｍ」）の分光画像ＧＬｉが抽出される。
【００６５】
　図５は、図４の分光推定処理（ステップＳ１０１）に供されたカラーの撮影画像Ｇ１を
示す模式図であり、図６は、図５のカラーの撮影画像Ｇ１から抽出された分光画像ＧＬｉ
を示す模式図である。
【００６６】
　図５には、ユーザによって強調（ここでの例では「＋２」の色彩強調）が所望されてい
る発赤箇所Ａ１と、その発赤箇所Ａ１周辺の血管Ａ２が示されている。これら発赤箇所Ａ
１や血管Ａ２にはヘモグロビンの集中があるので、「５４０ｎｍ」の波長の光は、これら
の箇所において集中的に吸光される。そのため、この「５４０ｎｍ」の波長の分光画像Ｇ
Ｌｉでは、図６においてハッチングで示すように、発赤箇所Ａ１、および、粘膜の表面に
近く吸光が大きい血管Ａ２＿１は、他の箇所よりも暗い。
【００６７】
　図４の分光推定処理（ステップＳ１０１）によって、このような分光画像ＧＬｉが得ら
れると、次に、特定処理部２０８において以下に説明する領域特定処理が行われる（ステ
ップＳ１０２）。
【００６８】
　この領域特定処理（ステップＳ１０２）では、まず、画像強調パラメータセット画面２
２０でセットされた閾値（ここでの例では「６４」）を境に、分光画像ＧＬｉを２値化す
る２値化処理が行われる。
【００６９】
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　図７は、２値化処理後の分光画像ＧＬｉを示す模式図である。
【００７０】
　この図７に示すように、２値化処理によって、分光画像ＧＬｉ中では、ヘモグロビンに
よる吸光が多く暗く写っている発赤箇所Ａ１と一部の血管Ａ２＿１のみが映像として残り
、他の部分は一律に均されている。
【００７１】
　２値化処理が終了すると、図４の領域特定処理（ステップＳ１０２）では、２値化処理
後の分光画像ＧＬｉ中で、画像強調パラメータセット画面２２０でセットされた形状（こ
こでの例では「円形」）に相当するテンプレートが使われ、周知技術であるテンプレート
マッチングによる画像領域の特定が行われる。
【００７２】
　図８は、テンプレートマッチングにより画像領域が特定された様子を示す模式図である
。
【００７３】
　図８に示すように、領域特定処理（ステップＳ１０２）では、２値化処理後で、不要部
が除かれた分光画像ＧＬｉ中の各所に対して、円形に対してある程度以上の合致が得られ
るまでテンプレートマッチングが行われる。通常、病巣における発赤箇所は円形を呈して
いることが多く、この図８に示すように、発赤箇所Ａ１がある程度以上に円形に合致する
こととなる。尚、本実施形態では、「円形」という言葉が、真円だけでなく楕円や長円等
も含む広義の意味で使われている。そして、このテンプレートマッチングにより、ある程
度以上の合致が得られたときの、その合致した円形の領域Ａ３が、領域特定処理（ステッ
プＳ１０２）での処理結果の画像領域である。そして、図４に示すように、この円形の領
域Ａ３の場所等を表わすマスク情報Ｊ１が生成され、図１の特定処理部２０８から第２画
像処理部２０６に渡される。
【００７４】
　第２画像処理部２０６では、図４に示すように、カラーの撮影画像Ｇ１中で、マスク情
報Ｊ１が表わす場所等に相当する円形の領域Ａ４の画像部分に、画像強調パラメータセッ
ト画面２２０でセットされた強調処理（ここでの例では「＋２」の色彩強調）が施される
（ステップＳ１０３）。その結果、この円形の領域Ａ４の画像部分が強調された強調画像
Ｇ２が得られる。この強調画像Ｇ２は、表示制御部２０９によってモニタ３００に表示さ
れる。
【００７５】
　図９は、強調画像の一例を示す模式図である。
【００７６】
　この図９には、カラーの撮影画像Ｇ１において、マスク情報Ｊ１が場所等を表わす円形
の領域Ａ４内の画像部分に色彩強調が施された強調画像Ｇ２が、強調部分にハッチングが
施された状態で示されている。尚、この図９では、図を分かりやすくするために、本来は
表示されない円形の領域Ａ４が点線で示されている。
【００７７】
　この強調画像Ｇ２によれば、発赤箇所が、周囲よりも色彩を強調されて表示されるため
、医師は、この強調画像Ｇ２中で発赤箇所を目視で容易に把握することができる。また、
周囲の他の箇所は、元のままのカラーの像として写っているのでそれら他の箇所と発赤箇
所との位置関係を容易に把握することができる。さらに、この強調画像Ｇ２では、発赤箇
所が強調されているので、色の特徴が発赤箇所と似通っていて、元々のカラーの撮影画像
Ｇ１等では発赤箇所とまぎらわしい見え方をする別部位についても発赤箇所との区別が容
易である。
【００７８】
　以上、説明したように、本実施形態の内視鏡システム１０によれば、撮影画像に、病巣
等といった発見すべき箇所の目視による把握を容易なものとする画像処理を施すことがで
きる。
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【００７９】
　尚、上記では、本発明にいうカラーの撮影画像として、白色光による照明下での１回の
撮影によって得られたカラーの撮影画像を例示したが、本発明はこれに限るものではなく
、本発明にいうカラーの撮影画像は、互いに波長が異なる複数種類の単色光それぞれの照
明下での複数回の撮影によって得られた複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたも
のであっても良い。
【００８０】
　また、上記では、本発明にいう領域特定部の一例として、カラーの撮影画像に対してス
ペクトル解析を行なうことで、ユーザからセットされた波長に対応する分光画像を得る分
光推定部２０７を有するもの例示したが、本発明はこれに限るものではない。本発明の領
域特定部は、カラーの撮影画像が上記のように複数のモノクロの撮影画像を合成して得ら
れたものである場合に、それら複数のモノクロの撮影画像のうち、ユーザからセットされ
た波長の単色光の下で得られた撮影画像を分光画像として得るものであっても良い。
【００８１】
　また、上記では、本発明にいう領域特定部の一例として、ユーザからセットされた波長
に対応した分光画像をユーザからセットされた閾値で２値化処理を施し、その２値化処理
後の分光画像中で、ユーザからセットされた形状に合致する画像領域を特定する特定処理
部２０８を有するものを例示したが、本発明はこれに限るものではない。本発明の領域特
定部は、２値化処理を省略して画像領域を特定するものであっても良く、あるいは、閾値
に対する比較のみで画像領域を特定するものであっても良い。
【００８２】
　また、上記では、本発明にいう強調処理の一例として、シャープネス強調、コントラス
ト強調、および色彩強調という３種類の強調処理を例示したが、本発明はこれらに限るも
のではなく、本発明にいう強調処理は、例えばハイパートーン処理等といった上記の３種
類以外の強調処理であっても良い。
【００８３】
　また、上記では、特定される画像領域の一例として、病巣等といった発見すべき箇所の
像が写っている画像領域を例示し、特定された画像領域に施す画像処理の一例として、そ
の画像領域を強調する強調処理を例示したが、本発明はこれに限るものではなく、特定さ
れる画像領域は、病巣等の発見に邪魔な箇所の像が写っている画像領域であっても良く、
画像処理は、そのように特定された画像領域を反強調する処理であっても良い。
【００８４】
　また、上記では、本発明にいうカラーの撮影画像の一例として、カラーの静止画を例示
したが、本発明はこれに限るものではなく、本発明にいうカラーの撮影画像は、カラーの
動画であっても良い。
【００８５】
　以上で本発明の一実施形態の内視鏡システムについての説明を終了し、以下、他の３種
類の内視鏡システムについて説明する。尚、以下では、これら３種類の内視鏡システムを
、それぞれ第２の内視鏡システム、第３の内視鏡システム、第４の内視鏡システムと呼ぶ
。
【００８６】
　まず、第２の内視鏡システムについて説明する。
【００８７】
　例えば、上述の特許文献２に記載の技術では、内視鏡システムで得られた撮影画像にス
ペクトル解析を施し、所望の分光画像を抽出するという処理が行われるが、どの分光画像
を抽出するかは、ユーザ操作による波長の指定によって決められる。
【００８８】
　ところで、内視鏡システムでの撮影は、撮影対象の部位に、病巣に多く見られる凹凸等
を強調するための色素を散布して行われることがある。そして、このような色素の散布下
で得られたカラーの撮影画像に対して、上述の特許文献２に記載の技術を利用すれば、カ
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ラーの撮影画像から、散布された色素に対応した波長の分光画像を抽出するという画像処
理を行うことができる。このように抽出された分光画像では、色素の散布箇所が周辺より
も強調されて写っていることから、病巣の凹凸等を把握しやすい。
【００８９】
　しかしながら、この特許文献２に記載の技術には、色素に応じた波長を知らないと、そ
もそも画像処理を行うことができないといった問題がある。後述する第２の内視鏡システ
ムは、このような問題を解決し、カラーの撮影画像から病巣の凹凸等を把握しやすい画像
を得る画像処理を簡単に行うことができる画像処理装置を搭載したものである。
【００９０】
　図１０は、第２の内視鏡システムを示す図である。
【００９１】
　尚、この図１０では、図１に示す内視鏡システム１０の構成要素と同等な構成要素につ
いては、図１と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説
明を省略する。
【００９２】
　この図１０に示す第２の内視鏡システム２０は、上述した強調表示機能に替えて、散布
された色素に対応した波長の分光画像を取り出し、その分光画像に基づいて後述の擬似カ
ラー画像を生成して表示する擬似カラー表示機能を有している点が、図１に示す内視鏡シ
ステム１０と異なっている。以下、この擬似カラー表示機能に注目して説明を行う。
【００９３】
　図１０の第２の内視鏡システム２０のプロセッサ４００は、モニタ３００に表示する画
像を、基本表示機能で表示されるカラーの撮影画像（通常画像）と、擬似カラー表示機能
で表示される擬似カラー画像との間で切り替えるユーザからの切替操作を受け付ける切替
ボタン４０２と、スコープ１００からデジタル画像データを取得して、切替操作に応じた
プロセッサ側ＣＰＵ４０１の制御により、そのデジタル画像データを、基本表示機能と擬
似カラー表示機能との何れかに供する切替回路４０３とを備えている。
【００９４】
　さらに、プロセッサ４００は、カラーの撮影画像に対してスペクトル解析を行なうこと
で、この撮影画像から後述の指定操作に応じた１つ以上３つ以下の分光画像を得る分光推
定処理を行う分光推定処理部４０４と、その分光推定処理部４０４で得られた分光画像そ
れぞれに、ＲＧＢ３色のうちのいずれかの色を後述の割当ルールに従って割り当てること
で、それらの色が割り当てられた分光画像からなる擬似カラー画像を得る擬似カラー画像
生成部４０５とを備えている。擬似カラー画像生成部４０５で生成された擬似カラー画像
は、表示制御部２０９によってモニタ３００に表示される。
【００９５】
　以下、切替ボタン４０２の操作により、モニタ３００への表示を通常画像の表示から擬
似カラー画像の表示に切り替えるように指示されてから、モニタ３００に実際に擬似カラ
ー画像が表示されるまでの一連の処理について説明する。
【００９６】
　ここで、以下の実施例では、カラー静止画に対する処理について説明するが、ここでの
画像処理は動画に対しても適用可能であり、静止画に限定されるものではない。
【００９７】
　モニタ３００に通常の動画が表示されている状態で切替ボタン４０２が押され、その時
点で静止画が撮影された後、あるいは、モニタ３００に静止画が表示されている状態で切
替ボタン４０２が押された後に、モニタ３００に、散布された色素の色素名称をセットす
るための色素名称セット画面が表示される。
【００９８】
　図１１は、色素名称セット画面を示す図である。
【００９９】
　この図１１に示す色素名称セット画面４１０では、所定の複数の色素名称の中から、所



(15) JP 2009-66301 A 2009.4.2

10

20

30

40

50

望の色素名称を第１名称から第３名称まで３つセットすることが可能であり、この色素名
称セット画面４１０には、第１名称セット部４１１、第２名称セット部４１２、および第
３名称セット部４１３が備えられている。各名称セット部４１１，４１２，４１３のメニ
ューボタン４１１ａ，４１２ａ，４１３ａがクリックされると、セット可能な色素名称が
列記されたプルダウンメニューが表示され、ユーザが、所望の色素名称にカーソルを合せ
るとその色素名称がセットされる。セットされた色素名称は表示部４１１ｂ，４１２ｂ，
４１３ｂに表示される。また、色素名称セット画面４１０には、色素名称のセット内容を
承認するための決定ボタン４１４が備えられている。色素名称のセット終了後に、この決
定ボタン４１４がクリック操作されると、分光推定処理部４０４および擬似カラー画像生
成部４０５における処理が開始される。
【０１００】
　次に、これら分光推定処理部４０４および擬似カラー画像生成部４０５における処理の
流れについて説明する。
【０１０１】
　図１２は、色素名称のセットの後、擬似カラー画像がモニタ３００に表示されるまでの
処理の流れを示す模式図である。
【０１０２】
　この第２の内視鏡システム２０では、図１０のメモリ２１０内に、色素名称セット画面
４１０でセット可能な複数種類の色素名称と、各名称の色素の吸光特性において吸光のピ
ークが現れる波長とが互いに一対一に対応付けられた対応表が記憶されている。以下に、
色素名称と波長との組合せの一例を示す。
【０１０３】
　インジコカルミンという色素名称には６１２ｎｍという波長が対応付けられ、メチレン
ブルーという色素名称には６６０ｎｍという波長が対応付けられ、エバンスブルーという
色素名称には６２０ｎｍという波長が対応付けられ、クリスタルバイオレットという色素
名称には５９０ｎｍという波長が対応付けられている。
【０１０４】
　色素名称セット画面４１０で１つ以上３つ以下の色素名称がセットされると、まず、セ
ットされた色素名称に対応付けられている波長が、プロセッサ側ＣＰＵ４０１によってメ
モリ２１０から読み出され、分光推定処理部２０７および擬似カラー画像生成部４０５に
伝えられる（ステップＳ２０１）。
【０１０５】
　次に、ＲＧＢ３色の組合せで色を表現するデジタル画像データが表わすカラーの撮影画
像Ｇ１が、分光推定処理部２０７での分光推定処理（ステップＳ２０２）に供される。分
光推定処理では、互いに波長が異なる複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ２，…，ＧＬｎが渾然
となって含まれているカラーの撮影画像Ｇ１から、ステップＳ２０１でプロセッサ側ＣＰ
Ｕ４０１から分光推定処理部２０７に伝えられた波長（ここでの例では２種類の波長）の
分光画像ＧＬｉ，ＧＬｊが抽出される。
【０１０６】
　そして、擬似カラー画像生成部４０５において、抽出された分光画像ＧＬｉ，ＧＬｊに
、ＲＧＢ３色のうちのいずれかの色が後述の割当ルールに従って割り当てられ、それら色
が割り当てられた分光画像からなる擬似カラー画像Ｇ３が生成される（ステップＳ２０３
）。ここで、ステップＳ２０３の処理では、色素名称セット画面４１０の第１名称セット
部４１１でセットされた色素名称に対応する波長の分光画像にはＲ色が割り当てられ、第
２名称セット部４１２でセットされた色素名称に対応する波長の分光画像にはＧ色が割り
当てられ、第３名称セット部４１３でセットされた色素名称に対応する波長の分光画像に
はＢ色が割り当てられる。
【０１０７】
　このステップＳ２０３の処理で生成された擬似カラー画像Ｇ３が、表示制御部２０９に
よってモニタ３００に表示される。
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【０１０８】
　図１３は、突起状の病巣に色素が散布された状態を写したカラーの撮影画像Ｇ１の一例
を示す図であり、図１４は、図１３のカラーの撮影画像Ｇ１から生成された擬似カラー画
像Ｇ３の一例を示す図である。
【０１０９】
　図１４の擬似カラー画像Ｇ３では、図１３のカラーの撮影画像Ｇ１から、色素の分布以
外の不要な情報が捨象され、その色素の分布状態が単純化されて捉えられている。即ち、
窪み等で色素が多く付着している部分がＲＧＢいずれかの色で濃く表示され、突起等で色
素の付着が少ない部分が薄く表示されていて、突起状の病巣の凹凸の状況が把握しやすく
なっている。
【０１１０】
　以上、説明した第２の内視鏡システム２０によれば、カラーの撮影画像から病巣の凹凸
等を把握しやすい画像を得るに当たり、ユーザが必ず把握している散布した色素の名称を
セットするだけで足りる。つまり、この第２の内視鏡システム２０によれば、カラーの撮
影画像から病巣の凹凸等を把握しやすい画像を得る画像処理を簡単に行うことができる。
【０１１１】
　尚、上記では、カラーの撮影画像として、白色光による照明下での１回の撮影によって
得られたカラーの撮影画像を例示したがこれに限るものではなく、このカラーの撮影画像
は、互いに波長が異なる複数種類の単色光それぞれの照明下での複数回の撮影によって得
られた複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたものであっても良い。
【０１１２】
　また、上記では、カラーの撮影画像に対してスペクトル解析を行なって、カラーの撮影
画像に含まれる複数の分光画像を得る分光推定部５０２を例示したが、複数の分光画像の
取得方法はこれに限るものではない。この取得方法は、カラーの撮影画像が上記のように
複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたものである場合に、それら複数のモノクロ
の撮影画像のうち、ユーザからセットされた波長の単色光の下で得られた撮影画像を分光
画像として得るものであっても良い。
【０１１３】
　また、上記では、色素名称の設定数が１つ以上３つ以下となっている例を示したが、色
素名称の設定数はこれに限るものではなく、例えば、１つ以上２つ以下、あるいは１つ以
上４つ以下というように、上限数が３つ以外の数であっても良い。
【０１１４】
　また、上記では、分光画像に、ＲＧＢ３色のうちのいずれかの色を割り当てる例を示し
たが、分光画像に割り当てる色は、これに限るものではなく、例えばＣ（シアン）、Ｍ（
マゼンタ）、Ｇ（グリーン）３色のうちのいずれかの色というように、ＲＧＢ以外の色で
あっても良い。
【０１１５】
　また、上記では、画像処理の対象として、カラーの静止画を例示したが、画像処理の対
象はこれに限るものではなく、カラーの動画であっても良い。
【０１１６】
　以上に説明した第２の内視鏡システム２０では、プロセッサ４００が、カラーの撮影画
像から病巣の凹凸等を把握しやすい画像を得る画像処理を簡単に行うことができる画像処
理装置の一実施形態に相当し、概念的に言えば、
「被写体を撮影して得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を１つ以上受ける成分指定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像から上記成分指定部で指定された１つ以上
のスペクトル成分の成分画像を得る成分画像取得部と、
　上記成分画像取得部で取得された１つ以上のスペクトル成分の成分画像それぞれに、複
数の基準色の組合せで色を表示する表示装置におけるその複数の基準色のうちのいずれか
の基準色を所定の割当ルールに従って割り当てることで、その基準色が割り当てられた１
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つ以上のスペクトル成分の成分画像からなる擬似カラーの撮影画像を得る擬似カラー画像
生成部とを備えた」画像処理装置となっている。
【０１１７】
　ここで、プロセッサ４００は、
「上記カラー画像取得部が、１回の撮影で得られたカラーの撮影画像を取得するものであ
り、
　上記成分画像取得部が、上記撮影画像に対してスペクトル解析を行なうことで、上記成
分指定部で指定された１つ以上のスペクトル成分の成分画像を得るものである」という概
念も満たした装置である。
【０１１８】
　また、プロセッサ４００は、
「光のスペクトル成分を示す成分指標であって、互いに異なるスペクトル成分を示す複数
の成分指標と、所定の選択操作によって１つが選択される複数の選択項目とが、互いに一
対一に対応付けられた対応表を記憶する対応記憶部と、
　上記選択操作を受け付けて、その選択操作よって選択された選択項目に、上記対応表で
対応付けられている成分指標が示すスペクトル成分を上記成分指定部に指定する操作受付
部とを備えたものである」という概念も満たした装置である。
【０１１９】
　さらに、プロセッサ４００は、
「上記対応記憶部が、上記複数の成分指標と、上記被写体を着色するための色素を示す色
素名称であって、互い異なる色素を示す複数の色素名称とが、互いに一対一に対応付けら
れた対応表を記憶するものである」という概念も満たしている。
【０１２０】
　また、上記の第２の内視鏡システム２０は、概念的に言えば、
「光を発する光源；
　被写体を撮影してカラーの撮影画像を得る撮像機を備えた光プローブ；
　前記撮像機で得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を１つ以上受ける成分指定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像から上記成分指定部で指定された１つ以上
のスペクトル成分の成分画像を得る成分画像取得部と、
　上記成分画像取得部で取得された１つ以上のスペクトル成分の成分画像それぞれに、複
数の基準色の組合せで色を表示する表示装置におけるその複数の基準色のうちのいずれか
の基準色を所定の割当ルールに従って割り当てることで、その基準色が割り当てられた１
つ以上のスペクトル成分の成分画像からなる擬似カラーの撮影画像を得る擬似カラー画像
生成部とを備えた画像処理装置；および
　上記画像処理装置で画像処理が施された撮影画像を表示する表示装置を備えた」内視鏡
システムとなっている。
【０１２１】
　尚、上記の第２の内視鏡システム２０は、上記のプロセッサ４００が満たしている各概
念を満たしたシステムであることはいうまでもない。
【０１２２】
　次に、第３の内視鏡システムについて説明する。
【０１２３】
　この第３の内視鏡システムは、図１に示す内視鏡システム１０において実現された、内
視鏡システムで得られる撮影画像に、所望の箇所の目視による把握を容易なものとする画
像処理を施すという目的を、この図１に示す内視鏡システム１０とは異なる方法で達成し
たものである。
【０１２４】
　図１５は、第３の内視鏡システムを示す図である。
【０１２５】
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　尚、この図１５では、図１に示す内視鏡システム１０の構成要素と同等な構成要素につ
いては、図１と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説
明を省略する。
【０１２６】
　この図１５に示す第３の内視鏡システム２０は、図１に示す内視鏡システム１０が有す
る強調表示機能とは異なる強調表示機能を有している点が、図１に示す内視鏡システム１
０と異なっている。以下、この第３の内視鏡システム２０の強調表示機能に注目して説明
を行う。
【０１２７】
　図１５の第３の内視鏡システム３０のプロセッサ５００は、カラーの撮影画像に対して
スペクトル解析を行なうことで、この撮影画像に含まれる複数の分光画像を、所定範囲の
波長域に亘って満遍なく得る分光推定処理を行う分光推定処理部５０２を備えている。ま
た、プロセッサ５００は、その分光推定処理部５０２で得られた複数の分光画像から、後
述の指定操作に応じた１つの分光画像を抽出し、その分光画像に強調処理を施し、その処
理後の分光画像と他の分光画像とを合成する第２画像処理部５０３を備えている。この第
２画像処理部５０３での処理によって、カラーの撮影画像に含まれる所望のスペクトル成
分が強調された強調画像が得られる。この強調画像が、表示制御部２０９によってモニタ
３００に表示される。
【０１２８】
　以下、切替ボタン２０３の操作により、モニタ３００への表示を通常画像の表示から強
調画像の表示に切り替えるように指示されてから、モニタ３００に実際に強調画像が表示
されるまでの一連の処理について説明する。
【０１２９】
　ここで、以下の実施例では、カラー静止画に対する処理について説明するが、ここでの
画像処理は動画に対しても適用可能であり、静止画に限定されるものではない。
【０１３０】
　モニタ３００に通常の動画が表示されている状態で切替ボタン２０３が押され、その時
点で静止画が撮影された後、あるいは、モニタ３００に静止画が表示されている状態で切
替ボタン２０３が押された後に、モニタ３００に、その静止画に対する強調処理における
各種パラメータをセットするための画像強調パラメータセット画面がモニタ３００に表示
される。尚、この第３の内視鏡システム３０にも、図１の内視鏡システム１０と同様に、
強調処理における各種パラメータをオートでセットするパラメータ・オートセットモード
と、各種パラメータを個々にマニュアルでセットするパラメータ・マニュアルセットモー
ドとが用意されている。
【０１３１】
　図１６は、画像強調パラメータセット画面を示す図である。
【０１３２】
　この図１６の画像強調パラメータセット画面５１０には、パラメータ・オートセットモ
ードを有効とし、パラメータ・マニュアルセットモードを無効とする第１ラジオボタン５
１１と、逆に、パラメータ・マニュアルセットモードを有効とし、パラメータ・オートセ
ットモードを無効とする第２ラジオボタン５１２とが備えられている。
【０１３３】
　まず、パラメータ・マニュアルセットモードについて説明する。
【０１３４】
　このパラメータ・マニュアルセットモードでは、カラーの撮影画像に含まれる複数の分
光画像の中から抽出すべき分光画像に対応する波長と、その分光画像に施す３種類の強調
処理それぞれにおける強調の程度とがセットされる。尚、この図１６の画像強調パラメー
タセット画面５１０によるパラメータ・マニュアルセットモードでは、図２の画像強調パ
ラメータセット画面２２０でのパラメータ・マニュアルセットモードとは異なり、強調の
程度以外でセットされるのは波長のみである。
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【０１３５】
　図１６の画像強調パラメータセット画面５１０には、波長セット部５１３が備えられて
おり、ユーザは、波長セット部５１３における増減ボタン５１３ａを不図示のマウスでク
リックしたり、あるいは、表示部５１３ｂに不図示のキーボードにより直接数値を入力し
たりすることで、所望の波長をセットすることができる。
【０１３６】
　また、この画像強調パラメータセット画面５１０には、シャープネス強調の程度を設定
するシャープネス強調設定部５１４と、コントラスト強調の程度を設定するコントラスト
強調設定部５１５と、色彩強調の程度を設定する色彩強調設定部５１６とが備えられてい
る。シャープネス強調の程度は、シャープネス強調設定部５１４の増減ボタン５１４ａに
対するクリック操作や表示部５１４ｂに対するキーボード入力によって「０」以上の値で
セットされる。同様に、コントラスト強調の程度は、コントラスト強調設定部５１５の増
減ボタン５１５ａに対するクリック操作や表示部５１５ｂに対するキーボード入力によっ
てセットされ、色彩強調の程度は、色彩強調設定部５１６の増減ボタン５１６ａに対する
クリック操作や表示部５１６ｂに対するキーボード入力によってセットされる。ここで、
「０」の値がセットされた場合には、その強調処理は実行されないことになる。図１６は
、色彩強調のみが実行される例である。
【０１３７】
　次に、パラメータ・オートセットモードについて説明する。
【０１３８】
　この第３の内視鏡システム３０では、発赤箇所、色素名称（例えばインジコカルミン等
）、血管等といった、複数種類の強調候補の名称に、各候補に対応する波長の分光画像の
取出しおよびその分光画像の強調に要するパラメータが一対一に対応付けられた対応表が
、図１５のメモリ２１０に記憶されている。
【０１３９】
　図１６に示す画像強調パラメータセット画面５１０には、パラメータ・オートセットモ
ードにおいて発赤箇所等といった強調候補の名称がセットされる名称セット部５１７が備
えられている。この名称セット部５１７のメニューボタン５１７ａがクリックされると、
セット可能な強調候補の名称が列記されたプルダウンメニューが表示され、ユーザが、所
望の名称にカーソルを合せるとその名称がセットされる。セットされた名称は表示部５１
７ｂに表示される。そして、この名称セット部５１７で強調候補の名称がセットされると
、その名称に対応付けられている各パラメータが、図１５のプロセッサ側ＣＰＵ５０１に
よってメモリ２１０から読み出される。
【０１４０】
　また、図１６の画像強調パラメータセット画面５１０には、パラメータ・マニュアルセ
ットモード、あるいはパラメータ・オートセットモードによるセット内容を承認するため
の決定ボタン５１８が備えられている。パラメータのセット終了後に、この決定ボタン５
１８がクリック操作されると、セットされたパラメータを用いた処理が、図１５の分光推
定処理部５０２および特定処理部５０４において開始される。
【０１４１】
　次に、これらのパラメータを用いた処理の流れについて説明する。
【０１４２】
　図１７は、パラメータのセットの後、強調画像がモニタ３００に表示されるまでの処理
の流れを示す模式図である。
【０１４３】
　ＲＧＢ３色の組合せで色を表現するデジタル画像データが表わすカラーの撮影画像Ｇ１
は、分光推定処理部５０２での分光推定処理（ステップＳ３０１）に供される。分光推定
処理では、互いに波長が異なる複数の分光画像が渾然となって含まれているカラーの撮影
画像Ｇ１から、所定範囲の波長域に亘る互いに波長が異なる複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ
２，…，ＧＬｎが満遍なく得られる。これら複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ２，…，ＧＬｎ
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全てが、分光推定処理部５０２から第２画像処理部５０３に渡される。
【０１４４】
　次に、第２画像処理部５０３において、それら複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ２，…，Ｇ
Ｌｎの中から、図１６の画像強調パラメータセット画面５１０でセットされた波長の分光
画像ＧＬｉが取り出され、その分光画像ＧＬｉに対して、画像強調パラメータセット画面
５１０でセットされた強調処理が施される（ステップＳ３０２）。さらに、その強調処理
後の分光画像ＧＬｉ’と、他の分光画像ＧＬ１，…，ＧＬｉ－１，ＧＬｉ＋１，…，ＧＬ
ｎのとを合成する積分処理が行われる（ステップＳ３０３）。
【０１４５】
　以下、この積分処理について説明する。
【０１４６】
　この積分処理では、最終的に、強調処理後の分光画像を含めた全ての分光画像ＧＬ１，
…，ＧＬｉ－１，ＧＬｉ’，ＧＬｉ＋１，…，ＧＬｎが合成されてなる強調画像Ｇ４を表
わす、ＲＧＢ３色で色が表現されたデジタル画像データが得られる。
【０１４７】
　ここで、積分処理では、まず、強調処理後の分光画像を含めた全ての分光画像ＧＬ１，
…，ＧＬｉ－１，ＧＬｉ’，ＧＬｉ＋１，…，ＧＬｎにおいて、相互に位置が対応する画
素の成分値に基づいて、強調画像Ｇ４における各画素の分光特性が取得される。
【０１４８】
　図１８は、強調画像Ｇ４における各画素の分光特性が取得される様子を示す模式図であ
る。
【０１４９】
　この図１８には、左側に模式的に示す強調処理後の分光画像を含めた全ての分光画像Ｇ
Ｌ１，…，ＧＬｉ－１，ＧＬｉ’，ＧＬｉ＋１，…，ＧＬｎから、強調画像Ｇ４における
ある座標（ｘ，ｙ）の画素の分光特性Ｓが取得される様子が示されている。
【０１５０】
　座標（ｘ，ｙ）の画素の分光特性Ｓは、各分光画像の座標（ｘ，ｙ）の画素の画素値を
、各分光画像に対応する波長に対応付けてプロットすることで得られる。
【０１５１】
　図１８に示す分光特性Ｓが得られると、次に、その分光特性Ｓと、図１５の第３の内視
鏡システム３０のスコープ１００が備えているＣＣＤ１２０における分光感度特性とに基
づいて、強調画像Ｇ４の各画素の画素値（Ｒ，Ｇ，Ｂ）が算出される。
【０１５２】
　図１９は、ＣＣＤ１２０における分光感度特性を示す図である。
【０１５３】
　ＣＣＤ１２０は、色をＲＧＢ３色で表現するために、ＲＧＢそれぞれの画素値を出力す
る複数の受光素子を有している。図１９に示す３つの曲線は、それぞれＣＣＤ１２０のＲ
色の受光素子の分光感度特性Ｌｒ、Ｇ色の受光素子の分光感度特性Ｌｇ、Ｂ色の受光素子
の分光感度特性Ｌｂを示している。これらの分光感度特性は、製造メーカにおいて、図１
５のメモリ２１０に予め記憶されている。
【０１５４】
　図２０は、強調画像Ｇ４における各画素の分光特性Ｓと、受光素子の分光感度特性とか
ら、各画素の画素値（Ｒ，Ｇ，Ｂ）が算出される様子を示す模式図である。
【０１５５】
　この図２０には、画素値（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の算出の一例として、ある座標（ｘ，ｙ）の画
素の画素値のうちＢ値が算出される様子が示されている。
【０１５６】
　このＢ値は、その座標（ｘ，ｙ）の画素についての分光特性ＳとＢ色の受光素子の分光
感度特性Ｌｂとの積についての積分計算を行うことで算出される。ここで、画素について
の分光特性Ｓには、図１７のステップＳ３０２の強調処理が反映されている。このため、
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このＢ値は、元のカラーの撮影画像Ｇ１におけるその座標（ｘ，ｙ）の画素におけるＢ値
とは異なり、図１６の画像強調パラメータセット画面５１０でセットされた波長について
のスペクトル成分が強調された値となっている。Ｒ値とＧ値についての同様の積分計算が
行われることで、この座標（ｘ，ｙ）の画素における画素値（Ｒ，Ｇ，Ｂ）が求められる
。
【０１５７】
　図１７のステップＳ３０３の積分処理では、図１８から図２０までを参照して説明した
積分計算が、全ての画素について行われ、強調画像Ｇ４を表わすデジタル画像データが求
められる。そして、この積分処理で求められたデジタル画像データが表わす強調画像Ｇ４
が、表示制御部２０９によってモニタ３００に表示される。この強調画像Ｇ４によれば、
例えば発赤箇所等といった発見すべき箇所に対応した波長のスペクトル成分が色彩等を強
調されて表示される。その結果、その所望の箇所が周囲よりも強調されることになるので
、医師は、この強調画像Ｇ４中で発見すべき箇所を目視で容易に把握することができる。
【０１５８】
　以上、説明したように、図１５に示す第３の内視鏡システム３０によれば、撮影画像に
、発見すべき箇所の目視による把握を容易なものとする画像処理を施すことができる。
【０１５９】
　尚、上記では、カラーの撮影画像として、白色光による照明下での１回の撮影によって
得られたカラーの撮影画像を例示したがこれに限るものではなく、このカラーの撮影画像
は、互いに波長が異なる複数種類の単色光それぞれの照明下での複数回の撮影によって得
られた複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたものであっても良い。
【０１６０】
　また、上記では、カラーの撮影画像に対してスペクトル解析を行なって、カラーの撮影
画像に含まれる複数の分光画像を得る分光推定部５０２を例示したが、複数の分光画像の
取得方法はこれに限るものではない。この取得方法は、カラーの撮影画像が上記のように
複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたものである場合に、それら複数のモノクロ
の撮影画像のうち、ユーザからセットされた波長の単色光の下で得られた撮影画像を分光
画像として得るものであっても良い。
【０１６１】
　また、上記では、強調処理の一例として、シャープネス強調、コントラスト強調、およ
び色彩強調という３種類の強調処理を例示したがこれらに限るものではなく、強調処理は
、例えばハイパートーン処理等といった上記の３種類以外の強調処理であっても良い。
【０１６２】
　また、上記では、画像処理の対象として、カラーの静止画を例示したが、画像処理の対
象はこれに限るものではなく、カラーの動画であっても良い。
【０１６３】
　以上に説明した第３の内視鏡システム３０では、プロセッサ５００が、所望の箇所の目
視による把握を容易なものとする画像処理を施すことができる画像処理装置の一実施形態
に相当し、概念的に言えば、
「被写体を撮影して得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を受ける成分指定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像から上記成分指定部で指定されたスペクト
ル成分の成分画像を強調しあるいは反強調する画像処理を施す強調処理部とを備えた」画
像処理装置となっている。
【０１６４】
　ここで、プロセッサ５００は、
「上記カラー画像取得部が、１回の撮影で得られたカラーの撮影画像を取得するものであ
り、
　上記強調処理部が、上記撮影画像に対してスペクトル解析を行なうことで、上記成分指
定部で指定された１つ以上のスペクトル成分の成分画像を抽出するものである」という概



(22) JP 2009-66301 A 2009.4.2

10

20

30

40

50

念も満たした装置である。
【０１６５】
　また、プロセッサ５００は、
「光のスペクトル成分を示す成分指標であって、互いに異なるスペクトル成分を示す複数
の成分指標と、所定の選択操作によって１つが選択される複数の選択項目とが、互いに一
対一に対応付けられた対応表を記憶する対応記憶部と、
　前記選択操作を受け付けて、該選択操作よって選択された選択項目に、前記対応表で対
応付けられている成分指標が示すスペクトル成分を前記成分指定部に指定する操作受付部
とを備えたものである」という概念も満たした装置である。
【０１６６】
　また、上記の第３の内視鏡システム３０は、概念的に言えば、
「光を発する光源；
　被写体を撮影してカラーの撮影画像を得る撮像機を備えた光プローブ；
　前記撮像機で得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　光のスペクトル成分の指定を受ける成分指定部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像から上記成分指定部で指定されたスペクト
ル成分の成分画像を強調しあるいは反強調する画像処理を施す強調処理部とを備えた画像
処理装置；および
　上記画像処理装置で画像処理が施された撮影画像を表示する表示装置を備えた」内視鏡
システムとなっている。
【０１６７】
　尚、上記の第３の内視鏡システム３０は、上記のプロセッサ５００が満たしている各概
念を満たしたシステムであることはいうまでもない。
【０１６８】
　次に、第４の内視鏡システムについて説明する。
【０１６９】
　例えば、上述の特許文献２に記載の技術では、内視鏡システムで得られた撮影画像にス
ペクトル解析を施し、所望の分光画像を抽出するという処理が行われるが、どの分光画像
を抽出するかは、ユーザ操作による波長の指定によって決められる。
【０１７０】
　しかしながら、経験が浅いユーザにとっては、どのような波長を指定すれば診断に適し
た画像が得られるか分からない場合もあり、この特許文献２に記載の技術には、そのよう
な場合には波長の指定を行うことができす、そもそも画像処理を行うことができないとい
った問題がある。以下に説明する第４の内視鏡システムは、このような問題を解決し、経
験の浅いユーザでも、カラーの撮影画像から診断に適した画像を得る画像処理を簡単に行
うことができる画像処理装置を搭載したものである。
【０１７１】
　図２１は、第４の内視鏡システムを示す図である。
【０１７２】
　尚、この図２１では、図１に示す内視鏡システム１０の構成要素と同等な構成要素につ
いては、図１と同じ符号が付されており、以下では、これらの構成要素については重複説
明を省略する。
【０１７３】
　この図２１に示す第４の内視鏡システム４０は、図１の内視鏡システム１０における強
調表示機能に替えて、カラーの撮影画像中の各画素について光のスペクトルにおけるピー
クを検出し、各画素の色がその検出されたピークに対応する色に置換されたピークカラー
画像を生成して表示するピークカラー表示機能を有している点が、図１に示す内視鏡シス
テム１０と異なっている。以下、このピークカラー表示機能に注目して説明を行う。
【０１７４】
　図２１の第２の内視鏡システム２０のプロセッサ６００は、モニタ３００に表示する画
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像を、基本表示機能で表示されるカラーの撮影画像（通常画像）と、ピークカラー表示機
能で表示されるピークカラー画像との間で切り替えるユーザからの切替操作を受け付ける
切替ボタン６０２と、スコープ１００からデジタル画像データを取得して、切替操作に応
じたプロセッサ側ＣＰＵ６０１の制御により、そのデジタル画像データを、基本表示機能
とピークカラー表示機能との何れかに供する切替回路６０３とを備えている。
【０１７５】
　さらに、プロセッサ６００は、カラーの撮影画像に対してスペクトル解析を行なうこと
で、この撮影画像に含まれる複数の分光画像を、所定範囲の波長域に亘って満遍なく得る
分光推定処理を行う分光推定処理部６０４を備えている。また、プロセッサ６００は、複
数の分光画像間で相互に位置が対応する画素の成分値に基づいて、カラーの撮影画像にお
ける各画素の分光特性を取得し、各画素の分光特性中のピークを検出するピーク波長検出
部６０５と、カラーの撮影画像における各画素の色をピーク波長検出部６０５で検出され
たピークに対応した色に置換してピークカラー画像を得るピークカラー画像生成部６０６
とを備えている。ピークカラー画像生成部４０５で生成されたピークカラー画像は、表示
制御部２０９によってモニタ３００に表示される。
【０１７６】
　以下、切替ボタン６０２の操作により、モニタ３００への表示を通常画像の表示からピ
ークカラー画像の表示に切り替えるように指示されてから、モニタ３００に実際に擬似カ
ラー画像が表示されるまでの一連の処理について説明する。
【０１７７】
　ここで、以下の実施例では、カラー静止画に対する処理について説明するが、ここでの
画像処理は動画に対しても適用可能であり、静止画に限定されるものではない。
【０１７８】
　モニタ３００に通常の動画が表示されている状態で切替ボタン６０２が押され、その時
点で静止画が撮影された後、あるいは、モニタ３００に静止画が表示されている状態で切
替ボタン６０２が押された後に、以下に説明する処理が開始される。
【０１７９】
　図２２は、切替ボタン６０２の操作の後、ピークカラー画像がモニタ３００に表示され
るまでの処理の流れを示す模式図である。
【０１８０】
　ＲＧＢ３色の組合せで色を表現するデジタル画像データが表わすカラーの撮影画像Ｇ１
は、分光推定処理部６０４での分光推定処理（ステップＳ４０１）に供される。分光推定
処理では、互いに波長が異なる複数の分光画像が渾然となって含まれているカラーの撮影
画像Ｇ１から、所定範囲の波長域に亘る互いに波長が異なる複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ
２，…，ＧＬｎが満遍なく得られる。これら複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ２，…，ＧＬｎ
全てが、分光推定処理部６０４からピーク波長検出部６０５に渡される。
【０１８１】
　ピーク波長検出部６０５では、複数の分光画像ＧＬ１，ＧＬ２，…，ＧＬｎ間で相互に
位置が対応する画素の成分値に基づいて、カラーの撮影画像Ｇ１における各画素の光のス
ペクトルを取得し、各画素のスペクトル中でピークを示す波長（ピーク波長）が検出され
る（ステップＳ４０２）。ピーク波長検出部６０５では、その検出に基づいて、カラーの
撮影画像Ｇ１の各画素についてのピーク波長を示す波長情報Ｊ２が生成され、その波長情
報Ｊ２がピークカラー画像生成部６０６に渡される。
【０１８２】
　ピークカラー画像生成部６０６では、波長情報Ｊ２が示す各画素のピーク波長が表わす
色を表現するＲＧＢ３色の画素値が算出され、カラーの撮影画像Ｇ１の各画素のＲＧＢ３
色の画素値が、その算出されたＲＧＢ３色の画素値に置換される（ステップＳ４０３）。
この置換により、各画素の色がピーク波長が表わす色に置換されたピークカラー画像Ｇ５
が生成され、このピークカラー画像Ｇ５が、表示制御部２０９によってモニタ３００に表
示される。
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【０１８３】
　例えば、カラーの撮影画像Ｇ１に発赤箇所が写っている場合、その発赤箇所の画素にお
ける分光特性は、発赤箇所に集中しているヘモグロビンの反射特性等が反映されたピーク
を有する。また、カラーの撮影画像Ｇ１に色素による着色箇所が写っている場合、その着
色箇所の画素における光のスペクトルは、その色素の反射特性等が反映されたピークを有
する。上記のピークカラー画像Ｇ５は、各画素の色が、その画素の光のスペクトルにおけ
るピーク波長の色であるので、発赤箇所や着色された病巣箇所等といった、診断等におい
て発見されるべき箇所が強調されており診断に適した画像となっている。そして、図２１
に示す第４の内視鏡システム４０では、この診断に適したピークカラー画像Ｇ５を得るに
当たり、ユーザは、切替ボタン６０２を押すだけで足りるので、たとえ経験の浅いユーザ
であっても簡単にピークカラー画像Ｇ５を得ることができる。
【０１８４】
　以上、説明したように、図２１に示す第４の内視鏡システム４０によれば、経験の浅い
ユーザでも、カラーの撮影画像から診断に適した画像を得る画像処理を簡単に行うことが
できる。
【０１８５】
　尚、上記では、カラーの撮影画像として、白色光による照明下での１回の撮影によって
得られたカラーの撮影画像を例示したがこれに限るものではなく、このカラーの撮影画像
は、互いに波長が異なる複数種類の単色光それぞれの照明下での複数回の撮影によって得
られた複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたものであっても良い。
【０１８６】
　また、上記では、カラーの撮影画像に対してスペクトル解析を行なって、カラーの撮影
画像に含まれる複数の分光画像を得る分光推定部５０２を例示したが、複数の分光画像の
取得方法はこれに限るものではない。この取得方法は、カラーの撮影画像が上記のように
複数のモノクロの撮影画像を合成して得られたものである場合に、それら複数のモノクロ
の撮影画像のうち、ユーザからセットされた波長の単色光の下で得られた撮影画像を分光
画像として得るものであっても良い。
【０１８７】
　また、上記では、画像処理の対象として、カラーの静止画を例示したが、画像処理の対
象はこれに限るものではなく、カラーの動画であっても良い。
【０１８８】
　以上に説明した第４の内視鏡システム４０では、プロセッサ６００が、カラーの撮影画
像から診断に適した画像を得る画像処理を簡単に行うことができる画像処理装置の一実施
形態に相当し、概念的に言えば、
「被写体を撮影して得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像中の各画素について、光のスペクトルにお
けるピークを検出する成分検出部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像中の各画素の色を、上記成分検出部で検出
されたピークに対応する色に置換する色置換部とを備えた」画像処理装置となっている。
【０１８９】
　ここで、プロセッサ６００は、
「前記カラー画像取得部が、１回の撮影で得られたカラーの撮影画像を取得するものであ
り、
　前記成分検出部が、前記撮影画像に対してスペクトル解析を行なうことで、該撮影画像
中の各画素について、前記ピークを検出するものである」という概念も満たした装置であ
る。
【０１９０】
　また、上記の第４の内視鏡システム４０は、概念的に言えば、
「光を発する光源；
　被写体を撮影してカラーの撮影画像を得る撮像機を備えた光プローブ；
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　前記撮像機で得られたカラーの撮影画像を取得するカラー画像取得部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像中の各画素について、光のスペクトルにお
けるピークを検出する成分検出部と、
　上記カラー画像取得部で取得された撮影画像中の各画素の色を、上記成分検出部で検出
されたピークに対応する色に置換する色置換部とを備えた画像処理装置；および
　上記画像処理装置で画像処理が施された撮影画像を表示する表示装置を備えた」内視鏡
システムとなっている。
【０１９１】
　尚、上記の第４の内視鏡システム４０は、上記のプロセッサ６００が満たしている各概
念を満たしたシステムであることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】本発明の一実施形態が適用された内視鏡システムを示す図である。
【図２】画像強調パラメータセット画面を示す図である。
【図３】ヘモグロビンの吸光特性および反射特性の一例を示す図である。
【図４】パラメータのセットの後、強調画像がモニタ３００に表示されるまでの処理の流
れを示す模式図である。
【図５】図４の分光推定処理（ステップＳ１０１）に供されたカラーの撮影画像Ｇ１を示
す模式図である。
【図６】図５のカラーの撮影画像Ｇ１から抽出された分光画像ＧＬｉを示す模式図である
。
【図７】２値化処理後の分光画像ＧＬｉを示す模式図である。
【図８】テンプレートマッチングにより画像領域が特定された様子を示す模式図である。
【図９】強調画像の一例を示す模式図である。
【図１０】第２の内視鏡システムを示す図である。
【図１１】色素名称セット画面を示す図である。
【図１２】色素名称のセットの後、擬似カラー画像がモニタ３００に表示されるまでの処
理の流れを示す模式図である。
【図１３】突起状の病巣に色素が散布された状態を写したカラーの撮影画像Ｇ１の一例を
示す図である。
【図１４】図１３のカラーの撮影画像Ｇ１から生成された擬似カラー画像Ｇ３の一例を示
す図である。
【図１５】第２の内視鏡システムを示す図である。
【図１６】画像強調パラメータセット画面を示す図である。
【図１７】パラメータのセットの後、強調画像がモニタ３００に表示されるまでの処理の
流れを示す模式図である。
【図１８】強調画像Ｇ４における各画素の分光特性が取得される様子を示す模式図である
。
【図１９】ＣＣＤ１２０における分光感度特性を示す図である。
【図２０】強調画像Ｇ４における各画素の分光特性Ｓと、受光素子の分光特性とから、各
画素の画素値（Ｒ，Ｇ，Ｂ）が算出される様子を示す模式図である。
【図２１】第４の内視鏡システムを示す図である。
【図２２】切替ボタン６０２の操作の後、ピークカラー画像がモニタ３００に表示される
までの処理の流れを示す模式図である。
【符号の説明】
【０１９３】
　１０　　内視鏡システム
　２０　　第２の内視鏡システム
　３０　　第３の内視鏡システム
　４０　　第４の内視鏡システム
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　１００　　スコープ
　１１０　　ライトガイド
　１１１　　照明窓
　１２０　　ＣＣＤ
　１３０　　スコープ側ＣＰＵ
　１４０　　ＣＣＤ駆動回路
　１５０　　ＣＤＳ／ＡＧＣ回路
　１６０　　Ａ／Ｄ変換回路
　２００，４００，５００，６００　　プロセッサ
　２０１　　光源
　２０２，４０１，５０１，６０１　　プロセッサ側ＣＰＵ
　２０３，４０２，６０２　　切替ボタン
　２０４，４０３，６０３　　切替回路
　２０５　　第１画像処理部
　２０６，５０３　　第２画像処理部
　２０７，４０４，５０２，６０４　　分光推定処理部
　２０８　　特定処理部
　２０９　　表示制御部
　２１０　　メモリ
　２２０，５１０　　画像強調パラメータセット画面
　２２１，５１１　　第１ラジオボタン
　２２２，５１２　　第２ラジオボタン
　２２３，５１３　　波長セット部
　２２３ａ，２２４ａ，２２６ａ，２２７ａ，２２８ａ，５１３ａ，５１４ａ，５１５ａ
，５１６ａ　　増減ボタン
　２２３ｂ，２２４ｂ，２２５ｂ，２２６ｂ，２２７ｂ，２２８ｂ，２２９ｂ，５１３ｂ
，５１４ｂ，５１５ｂ，５１６ｂ，５１７ａ　　表示部
　２２４　　閾値セット部
　２２５　　形状セット部
　２２５ａ，２２９ａ，５１７ａ　　メニューボタン
　２２６，５１４　　シャープネス強調設定部
　２２７，５１５　　コントラスト強調設定部
　２２８，５１６　　色彩強調設定部
　２２９，５１７　　名称セット部
　２３０，４１４，５１８　　決定ボタン
　３００　　モニタ
　４０５　　擬似カラー画像生成部
　４１０　　色素名称セット画面
　４１１　　第１名称セット部
　４１１ａ，４１２ａ，４１３ａ　　メニューボタン
　４１１ｂ，４１２ｂ，４１３ｂ　　表示部
　４１２　　第２名称セット部
　４１３　　第３名称セット部
　６０５　　ピーク波長検出部
　６０６　　ピークカラー画像生成部
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